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駐車場法の概要（昭和32年法律第106号）

＜主な技術的基準＞※政令で規定
・出入口 道路交通法で定める駐停車禁止場所、

小学校等の出入口から20ｍ以内には設置不可 等
・車路 一方通行以外の車路の幅員5.5ｍ以上 等
・高さ 駐車スペースの高さは、はり下2.1ｍ以上

目的 都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、
都市の機能の維持及び増進に寄与

っｘ

駐車場整備地区・駐車場整備計画

○以下の区域においては、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる。
 ※商業地域、近隣商業地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域内において、自動車
交通が著しくふくそうする地区、又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそう
する地区で、道路の効用を保持し、 円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域

○市町村は、駐車場整備地区における駐車場整備計画を定めることができる。
○地方公共団体は、駐車場整備計画の達成のため、路上・路外駐車場の整備に関し必
要な措置を講ずるよう努める。

建築物における駐車施設の附置路外駐車場

■構造及び設備の基準への適合義務

･･･道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設
であって、一般公共の用に供されるもの

■都道府県知事（市の区域内では市長）への届出義務
○届出内容
・路外駐車場の位置、規模、構造設備その他必要な事項
・管理規程（駐車料金も含む）
・休廃止、再開

○罰則･･･50万円以下の罰金、両罰規定
■路外駐車場管理者の責務

500㎡以上の路外駐車場

都市計画区域内・500㎡以上・駐車料金を徴収する路外駐車場

■立入検査等 （罰則･･･20万円以下の罰金、両罰規定）
■是正命令 （罰則･･･100万円以下の罰金、両罰規定）

■附置義務条例
○地方公共団体は、以下の地区内において、以下の規模以上の建築物
を新築等する者に対し、条例で、 当該建築物又はその建築物の敷地
内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。

【対象地区及び建築物の規模】

①都市計画に定められた駐車場整備地区内、商業地域内、近隣商業地域内
で条例で定める地区
・延べ面積が2000㎡以上で条例で定める規模
・延べ面積が2000㎡未満であるが、特定用途の延べ面積が条例で定める
規模

②これらの周辺地域又は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内
で条例で定める地区
・特定用途の延べ面積が2000㎡以上で条例で定める規模

※特定用途･･･劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせ
る程度の大きい用途で政令で定めるもの

附置義務条例適用都市（R5.3時点）：197都市（制定は149都市）
うち 荷さばきに係る規定あり：89都市、自動二輪車に係る規定あり：11都市

路上駐車場

■路上駐車場の設置
○地方公共団体は、駐車場整備計画に基づき路上駐車場
を設置

■駐車料金等
■路上駐車場の表示

･･･駐車場整備地区内の道路の路面に一定の
区画を限って設置される自動車の駐車のための施設であって、
一般公共の用に供されるもの
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駐車場等の分類
○ 一般に駐車場といわれるものを分類すると、概ね以下の図のとおり。

○ 駐車場法の「構造及び設備の基準」の適用を受けるのは、「一般公共の用に供する部分の面積が500㎡以上の
路外駐車場」。

○ 自転車及び第一種原動機付自転車(50cc以下等) のための駐車場の整備は「自転車法」の対象。

○ 駐車場法では「自動車※」（自動二輪車(普通自動二輪車、大型二輪車）を含む）のための駐車場の整備が対象。

※ 道路交通法第２条第１項第９号に規定する自動車

※ 駐車場法の「構造及び設備の基準」の適用対象
（一般公共の用に供する部分の面積が500㎡以上のものに限る）
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駐車場整備（自動二輪含む）に関する主な国土交通省の支援策
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※ 個別施設に対する支援ではなく、地域のまちづくり計画等に対する支援となります。
※ 拡張も新設と同様です。自動二輪車を受け入れるための改良についても支援可能です。
※ そのほか、駐車場を活用した指定緊急避難場所を整備する場合、都市防災総合推進事業（防災・安全交付金）により、避難のために必要な部分の支援が
可能な場合があります。【交付率１／２ 等】

事業名 対象・概要
補助率等

自治体 民間事業者

都市・地域交通戦略推進事業
（個別補助制度）

（社会資本整備総合交付金）
（防災・安全交付金）

都市・地域における安全で円滑な交通を確保し、魅力ある
都市・地域の将来像を実現するため、徒歩、自転車、自動
車、公共交通の適正分担が図られた交通体系を確立する
ことを目的に、地方公共団体が策定した「立地適正化計
画」、「低炭素まちづくり計画」等において位置づけられた
駐車場の整備に対する支援。

対象事業費の
１／３ 等

（間接交付）
国：１／３
地：１／３
民：１／３

※概ね１００台以上の駐車場を対象とし、対象事業費は整備に要する費用
の４分の１に相当する額とする。

都市構造再編集中支援事業
（個別補助制度）

「立地適正化計画」に基づき、都市機能や居住環境の向上
に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組
等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靭
な都市構造へ再編を図ることを目的に、市町村が策定する
「都市再生整備計画」に位置づけられた駐車場の整備に対
する支援。

＜都市機能誘導区域内等＞
対象事業費の１／２

＜居住誘導区域内等＞
対象事業費の４５％

（間接交付）
＜都市機能誘導区域内等＞

国：１／３
地：１／３
民：１／３

＜居住誘導区域内等＞
国：９／３０
地：１１／３０
民：１０／３０

※概ね５００台の駐車場の整備に要する費用を限度とし、対象事業費は整
備に要する費用の４分の１に相当する額を限度とする。

都市再生整備計画事業
（社会資本整備総合交付金）

（防災・安全交付金）

市町村が策定する「都市再生整備計画」に位置づけられた
駐車場の整備に対する支援。

対象事業費の
４／１０ 等

（間接交付）
国：４／１５
地：６／１５
民：５／１５

※概ね５００台の駐車場の整備に要する費用を限度とし、対象事業費は整
備に要する費用の４分の１に相当する額を限度とする。

道路事業
（社会資本整備総合交付金）

都市計画道路整備に関する事業等として、地方公共団体
が道路事業として実施する駐車場（道路附属物）の整備に
対する支援。

対象事業費の
 １／２ 等
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• 駐車場のマネジメント（既存駐車場の把握、柔軟な活用・秩序ある整備等）
• 多様な利用者ニーズ・車種、新技術への対応（車椅子使用者、観光バス、荷捌き車両、自

転車、自動二輪車、自動バレーパーキング等）

• 魅力的な駐車施設（駐車場の立地等に応じた高質化、交通結節点機能強化）

• まちづくりとの連携（公民連携：エリマネ団体・まちづくり会社・駐車場事業者等）

• 交通全体での適切な分担（公共交通との連携、シェアモビリティの活用）

• 増加する駐車需要への対応
• 渋滞、交通輻輳対策

今後の駐車場政策のあり方（案）

○ 駐車場は量から質の時代となっており、質への転換には、既存施設の柔軟な活用、秩序のある整備等のマネジメ
ントをしていく必要があり、公民が連携していくための青写真を策定して、計画的に進めていくことが必要。

これまでの駐車場政策

近年の駐車場・都市交通をとりまく課題

• コンパクト・プラス・ネットワークの推進
• 人間中心のウォーカブルなまちづくり
• 社会の変化に対応した柔軟なまちづくり
• ユニバーサルデザイン・バリアフリー
• こどもまんなかまちづくり
• 環境への配慮・まちづくりGX
• データの取得・デジタル技術の活用

これからの駐車場政策

今後のまちづくりに求められるもの

• 中心市街地への車の流入・歩行者中心の通りにおける車の出入りに
よる歩行者の危険・渋滞

• 中心市街地の小規模駐車場の乱立・低未利用地の増加
• 既存駐車場の稼働率低下・余剰の発生
• 貨物需要の増加・荷捌きスペースの不足
• 観光客の増加・観光バス駐停車場所の不足
• 2024年問題（物流等）・公共交通の持続可能性の危機 等

（施策）
➢ 駐車場整備地区の設定
➢ 都市計画駐車場の整備
➢ 附置義務 等

（施策）
➢ 駐車場マネジメント計画の策定
➢ 既存の駐車施設の柔軟な活用・転用
➢ 附置義務の弾力化
➢ 新技術・駐車場データの活用 等
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標準駐車場条例の改正の方向性について

○ 駐車場法に基づき、自治体が附置義務条例を定める際の参考として、標準駐車場条例（局長通知）を策定。
○ ガイドラインの改正と合わせて、検討を踏まえた課題に対応した条例のひな形を示すことで、取組を推進。

課題 改正の方向性

附置義務駐車場の整備後の
状況（稼働状況・廃止）が把握
できない

➢ 廃止の際の届出義務を規定。
※ 現状、自治体によっては、地域ルールや集約駐車場等においては、毎年の報告を規定。
※ ガイドライン等により定期的な利用状況の報告・調査を行うことも考えられることを記載。

附置義務駐車場の余剰について ➢ 既存の余剰駐車施設の一部を需要のある他用途（荷捌き駐車場・自動二輪車・自転車駐車場・シェアモビリティ
ポート）へ転用を可能とする規定の整備。

➢ 機械式駐車装置の維持管理に支障が出ているにも関わらず、附置義務により解体が困難である場合など、やむを得
ない場合の附置義務の緩和規定の追加。

➢ 公共交通利用促進措置による原単位緩和規定の記載。（優良事例の横展開）
※ 報告・調査等により情報を収集して原単位の見直しを推奨。
※ 来年度以降の調査も踏まえて、原単位設定方法の見直しについて引き続き検討。

個々の建築物に駐車場が整備さ
れることによる出入口等の散在

➢ 集約駐車場に隔地を可能とする規定の追加（都市再生駐車施設配置計画等の特例に依らない駐車場の集約の
推進）
※ ガイドライン等により、一定の要件を満たした集約駐車場の指定、集約駐車場整備等への財政支援、集約した場
合の附置義務の緩和、公共による整備も考えられることを記載。

社会の変化に対応した駐車
施設の基準の見直し
（荷捌き車両・車椅子使用者用
駐車施設・自動車の大型化）

➢ 一定規模以上の荷捌きのための駐車施設について、高さを「3m以上」から「3.2ｍ以上」に変更（「物流を考慮した
建築物の設計・運用における、２トン車の場合に望ましい基準」に対応。）するとともに、非特定用途（共同住宅
等）においても、商業区域等において荷捌き駐車施設の附置を義務づけることが可能であることを明確化。
※ ガイドライン等により、施設の規模・用途に応じて４トン車の場合の荷捌き駐車施設や、館内共同配送センター、
共同住宅における荷捌き駐車施設の設置の必要性等を記載。

➢ 車椅子使用者用駐車施設の設置数について、「少なくとも１台分」から規模に応じた数に変更（「建築物のバリアフ
リー基準の見直しに関する検討WG」を踏まえた数）するとともに、当該駐車区画の高さを2.3ｍ以上とする。
※ 省令改正により、非建築物の場合（特定路外駐車場）における車椅子使用者用駐車施設設置数も同様に改
正。
※ ガイドライン等により、条例による駐車場整備地区等の中心市街地における500㎡未満の小規模平面駐車場へ
の車椅子使用者用駐車施設の設置や、ダブルスペース方式を推奨。
※ ガイドライン等により、地域の実情に応じて、現状３割となっている普通車の割合の見直しを推奨。 5
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駐車スペースに係る規格の概要（標準駐車場条例）
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○ 自治体が駐車場法に基づき、附置義務条例を定める際のひな形として示している標準駐車場条例では、附置
しなければならない駐車施設の駐車マスの大きさについて規定。

○ 平成２年以前は、外国車等の大型車に対応した基準（普通車）であったが、我が国において過半を占める小
型車に対応した基準として、普通車用を３割、小型車用を７割と改正。

※ 当時の普通車保有台数７％に都市による実情の違いやピーク時の対応等を勘案して、３割と設定。

○ 他方、近年の車の販売動向を踏まえると、普通車の割合が増加しており、附置義務における普通乗用車の割合
について見直しの検討が必要。

種別 規格

附置義務駐車施設 ７割
（小型車を念頭）

幅２．３メートル以上、
奥行５メート ル以上

附置義務駐車施設 ３割
（普通車を念頭）

幅２．５メートル以上、
奥行６メートル以上

車椅子使用者
駐車施設

幅３．５メートル以上、
奥行６メートル以上

荷さばきのため 
の駐車施設

幅３メートル以上、
奥行７．７メートル以上、
はり下の高さ３メートル以上

自動二輪のための
駐車施設

幅１メートル以上、
奥行２． ３メートル以上

出典：日本自動車工業会 統計・資料より作成

■四輪車生産割合■標準駐車場条例
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東京都駐車場条例等における附置義務基準

【一般の駐車施設の附置義務基準】
• 駐車場整備地区等において、非特定用途のうち、共同住宅につい
てはその他の用途よりも低い附置基準となっている。

• 23区の場合、特定用途の建築物については、都市計画区域全体に
おいて附置義務が掛けられている。

【荷さばき駐車施設の附置義務基準】
• 非特定用途に対しては、駐車場整備地区等であっても附置義務
は掛けられていない。

○東京都集合住宅駐車施設附置要綱
• 駐車場整備地区等以外の特別区の区域の共同住宅（一定規模以上）に対しては、都の指導要綱により一定の駐車施設の附置を義務づけ。
（乗用車用及び車椅子使用者用）

• 附置率は住戸又は住室の合計の３割若しくは集合住宅の床面積350㎡当たり１台のいずれか小さい方。
• 従わない場合は勧告、公表。

○東京都駐車場条例

7



東京都における地域ルール・協力金について

〇 東京都地域ルールでは、原因者負担のバランスを図る観点や、地域ルールの運営経費を賄う観点から、附置義務
駐車場の削減台数等に応じて協力金を徴収する制度を導入しており、協力金は、地域の駐車・交通対策に活用す
ることとされている。

○ 大丸有地区では、協力金（大丸有地区では負担金と呼称。）の40％を区に寄付して、公共による地区の交通環境の改
善に使用※２されている。

※１：東京都 「駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方」
※２：大手町・丸の内・有楽町地区駐車環境対策協議会「大丸有地区における地域ルールとその効果」

出典：東京都 東京都駐車場条例検討委員会第２回（令和２年12月）資料、「地域ルール策定のための手引」
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既存施設の附置義務の緩和例

9

〇 東京都は既存分譲マンションの附置義務台数について、緩和基準を設定。

分譲マンションの駐車場については、居住者の高齢化や自動車保有に対する意識
の変化等に伴い、利用率が低下しているものが一部存在する。一方、特に都心部で普
及している機械式駐車場については、安全対策の強化や定期的な保守点検の実施に伴
い維持管理費用の負担がマンション管理上の課題となっている。
駐車施設の附置義務制度においては、こうした駐車場に関する環境変化に対応し、

適正な駐車施設の整備を促進することが重要である。このため、分譲マンションにつ
いて、利用実態に応じた駐車施設の維持管理が可能となるよう、条例第19条の２第１
項第２号に基づく認定により、附置義務駐車台数を条例で定める基準台数（以下「基
準台数」という。）未満に緩和する場合の認定基準等を、以下のとおり整理した

（２）認定基準
以下の アからエの 要件を満たす場合は、 附置義務駐車台数を 分譲マンションの

管理組合が作成する 【別紙１】の 駐車場管理運営計画に記載された必要台数まで緩
和する。

ア 既存駐車場の利用実績が、基準台数を上回っていない こと 。
イ 駐車場管理運営計画 において適切な駐車施設が確保される こと 。
ウ 管理組合により駐車場が適正に管理されること。
エ 分譲マンション以外の部分については、原則、条例の規定通りの駐車台数を確
保すること。

※アは過去３年程度の管理台数等により確認、イについて、区分所有者の意向調
査により必要台数を確認、跡地の利用計画が関係法令に適合している等を確認

出典：東京都都市整備局「東京都駐車場条例第19条の２第１項第２号の運用について（技術的助言）」

東京都駐車場条例第19条の２第１項第２号の運用について（技術的助言）（抄）
【平成31年３月25日東京都都市整備局市街地建築部長】



共同住宅に対する附置義務について

〇 駐車場法に基づく附置義務条例（非特定用途として住宅が対象になる場合）の他、共同住宅等に対して各自
治体で条例や要綱が制定されている場合もある。

〇 附置が必要となる駐車台数の算定方法は自治体によりさまざまであるが、ワンルーム形式とファミリー形式を考慮し
たものや、住戸数を考慮したもの、用途地域を考慮したもの等がある。

〇 自動二輪車や、荷捌き駐車施設について、義務化または設置を誘導している例もある。

都市名 大阪市 神戸市 仙台市

条例/要綱
の名称

「大阪市共同住宅の駐車施設に関する
指導要綱」

「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」に
基づく「指定建築物制度」

「仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の
予防と調整に関する条例」

目的 良好な都市環境の維持及び改善 住環境の保全と育成
紛争の予防と調整、良好な近隣関係の保持、
安全で快適な住環境の保全及び形成

対象施設 30戸以上の共同住宅 10戸以上の共同住宅又は長屋 10戸以上の共同住宅等

対象区域 市内全域 市内全域 市内全域

駐車台数の
算定方法
（四輪車）
※緑は二輪

○ファミリー：２％以上（自動二輪）
・商業系地域：30※１・35％※２以上
・その他地域：40※１・50％※２以上
※１ 30戸以上の場合 ※２ 70戸以上の場合

○ワンルーム：３％以上（自動二輪）
：10%以上

○住戸面積40㎡以上
・100%以上（自転車を含めた二輪車、うち15%は大型）

・商業系地域 ５％※1、15％※２

・住専系地域 25％※1、45％※２

・その他地域 15％※1、30％※２

 ※１ 10～29戸の場合 ※２ 30戸以上の場合

○住戸面積40㎡未満
・60%以上（自転車を含めた二輪車、うち15%は大型）

・住戸面積40㎡以上の基準の３分の１

・一律（自転車・原動機付自転車・自動二輪車）：
70％以上
・商業地域：30％以上
・中高層住居専用地域、住居地域、準住居地
域：60％以上
・低層住居専用地域：70％以上
・その他の区域：50％以上

その他

・荷さばき駐車施設は、２倍して乗用車
附置台数に算入可能（上限２台）
・附置義務条例の適用を受ける建築物に
ついては、いずれか多い台数
・居住者用カーシェアリングを導入する場合、
0.8-0.9を乗じた数に軽減

・2以上の用途地域にわたる場合は、敷地の最大
部分が属する用途地域の規定を適用

・サービス用駐車場（宅配や福祉車両による送
迎、来客）を設置する場合、基準台数を２減
（１台分のみ）

・20戸以上の場合は、貨物荷卸スペース設置

・訪問者用として、上記の台数に加え、自動車一台 
の駐車場所を敷地内に別途確保

・附置義務条例と重複する場合は、いずれか多い
台数

10



共同住宅に対する荷さばき駐車施設附置義務について（東京23区）

条例・要綱
共同住宅における附置条件 共同住宅における附置内容

適用地域 対象建築物 台数 駐車マスサイズ

港区 独自条例 ・区域全域 ・37㎡未満の住戸が7戸以上 ・1台以上 ・幅2.5m以上、奥行き6.0m以上

墨田区 独自条例 ・区域全域 ・住戸数又は住室数が100以上 ・1台以上
・幅3.0m以上、奥行き7.7m以上、高さ
3.0m以上

江東区 独自条例 ・区域全域
■ファミリーマンション：住戸数20戸以上
■ワンルームマンション：住戸数20戸以上かつ敷地面積

200㎡以上
・1台以上 ・幅2.3m以上、奥行き5.0m以上

品川区 独自要綱 ・区域全域 ・住戸数 20 以上 ・１台以上
・幅2.0m以上、奥行き5.0m以上、高さ2.5
ｍ以上

目黒区 独自条例 ・区域全域 ・住戸数2以上 ・１台以上
・幅3.0m以上、奥行き7.0m以上 または、
・幅4.0m以上、奥行き6.0m以上

世田谷区 独自条例
・住居系、準工業地
域、商業系地域

■集合住宅等建築物
・住戸専用面積40㎡以上の住戸数20以上の共同住宅または

延床面積1500㎡以上

■ワンルームマンション建築物
・住居系・準工業地域内：40㎡未満の住戸数12以上

・商業系地域：40㎡未満の住戸12以上

・1台以上
・幅2.5m以上、奥行き6m以上、高さ3.2m
以上

中野区 独自条例 ・区域全域 ・階数3以上かつ戸数50以上 ・1台以上 ・幅4.0m、奥行き6.0m

荒川区 独自条例

・商業地域又は近隣
商業地域

・商業系の用途地域
以外

・住戸数15以上 ・1台以上 ・幅3.5m程度、奥行き6.0m程度

板橋区 独自要綱 ・区域全域 ・住戸数50戸以上
・1台以上（来客用と
兼用が可能）

・幅2.5ｍ以上、奥行き6.0ｍ以上

練馬区 独自条例 ・区域全域 ・敷地面積1,000㎡以上かつ住宅戸数15戸以上 ・1台分以上

・幅2.5m以上、奥行き6.0m以上
・一時停車空地の一部または全部が建築物に
かかるときは、路面から有効に2.5m以上の
高さを確保

足立区 独自条例 ・区域全域 ・敷地面積200㎡以上のマンション ・1台以上 ・幅2.5m以上、奥行き6.0m以上

江戸川区 独自条例 ・区域全域

・3階以上かつ10戸以上の共同住宅又は一団の土地に
建築する40戸以上の共同住宅（特定共同住宅）

・事業区域面積が300㎡以上の共同住宅のうち、特定
共同住宅でないもの（小規模共同住宅）

・1台以上 ・2.5m以上、6.05m以上、高さ2.8m以上

葛飾区 独自条例 ・区域全域
・住戸数又は住室数が15以上の共同住宅、寄宿舎、長
屋のうち3階数以上のもの

・1台以上 ・幅2.8m以上、奥行き6.0ｍ以上 11



共同住宅に対する荷さばき駐車施設附置義務について（政令市）

12

条例・要綱
共同住宅における附置条件 共同住宅における附置内容

適用地域 対象建築物 台数 駐車マスサイズ

仙台市 独自条例 ・市域全域 ・住戸の数が20以上である集合住宅 ・1台以上 ―

川崎市

駐車場法に
基づく条例※

・商業地域又は近隣
商業地域

・延床面積2,000㎡超
（荷捌き用駐車施設１台整備する
と、乗用車駐車施設の2台分とみ
なすことが可能（上限1台）

・幅2.5m以上、奥行き6 m以上

独自要綱 ・市街化区域内 ・住戸数20以上 ・幅3m以上、奥行き6.0ｍ以上、高
さ3.0m以上

京都市 独自条例
・用途地域指定の
区域

・階数が3以上で、かつ、住戸の数が15以上のもの ・1台以上

■住戸が30以下の場合
・幅2.3ｍ以上、奥行き5.0ｍ以上
■住戸が30超の場合
・幅2.0ｍ以上、奥行き3.6ｍ以上

福岡市 独自条例 ・市域全域
・2階以上、かつ、専用床面積が35㎡以下の住戸
の数が5以上である集合住宅

・1台以上 ・幅2.0ｍ以上、奥行き4.6ｍ以上

※ 共同住宅に対する荷さばき駐車施設の附置義務はないものの、乗用車用駐車施設の荷さばき駐車施設への振替を可能とする規定があるため記載



荷さばき駐車対策 附置義務について

13

○ 商店街等による荷さばきを行う際、荷さばき駐車施設の不足から路上での荷さばきが多く見られる。

○ 快適な歩行空間、円滑な道路交通の確保のために荷さばき駐車対策は重要。

■荷さばき車両による交通阻害 ■荷さばき車両による歩行者空間の阻害

○ 平成６年に標準駐車場条例（各地方公共団体が定める附置義務駐車場条例のひな型）に、荷さばき駐
車施設の附置に関する条項を追加。地域の実情に応じて、荷さばき駐車施設の条項を盛り込むことを推奨。

○ 令和５年度末現在、８９都市において荷さばき駐車施設の附置を規定した条例が適用。

※ 附置義務条例の制定都市数は149都市。その適用都市数は、東京都駐車場条例が都内23区及び26市に適用されることから、197都市。
※ 令和５年に鎌倉市、千葉市において施行されているため、少なくとも９１都市が荷捌き駐車施設の附置を規定した条例を制定。

■荷さばき駐車施設の附置



北海道 札幌市 旭川市 釧路市 帯広市

東北 八戸市 仙台市 塩竈市

関東
水戸市 取手市 守谷市 さいたま市 川越市 熊谷市 柏市 横浜市 川崎市 小田原市

長野市 佐久市 須坂市 鎌倉市
(R5追加※)

千葉市
(R5追加※)

東京 区部
（23区）

市部
（26市）

北陸 金沢市

中部 岐阜市 多治見市 高山市 名古屋市 春日井市 豊田市 瀬戸市

近畿 小浜市 三田市

中国 松江市 呉市 岩国市

四国 高松市

九州 福岡市 長崎市 佐世保市 大分市 奄美市 熊本市
(R4追加)

荷さばき駐車施設の附置を規定した条例適用都市（少なくとも９１都市※）

駐車場法に基づく荷さばきに係る附置義務条例の適用都市

※ 自治体への悉皆調査では、年度末の状況をとりまとめているため、最新はR５年度末時点であるが、公表情報により把握している都市を含む。

14



荷さばき駐車施設の附置義務の設定方法について

○ 平成6年の標準駐車場条例における原単位の設定に当たっては、既存の附置義務制度の枠内で、附置の内数の
明確化として、荷さばきのための附置台数を設定。

○ 台数の設定に当たっては、道路交通センサスにおける荷さばき車両比率に基づき、駐車時間比を考慮した比率を、
当時の附置義務（普通車）の基準値を除することで設定。
※ 非特定用途（主に集合住宅）の比率は当時わずかだったため、0と設定。

15

荷さばきの駐車施設１台あたりの建築物の床面積の算定手法
（平成２年道路センサスを使用）

例：駐車場整備地区 店舗 人口100万人以上都市の場合
200㎡/台 ÷ 9.128％ ＝2191 ㎡/台 → 2500 ㎡/台
乗用車 荷捌き車比率 切上げ 荷捌き
原単位 （小型貨物・普通貨物） 500㎡単位 原単位

【参考】道路交通センサスによる全車両に占める荷さばき車両比率 （平成２年）

【参考】荷さばきのための駐車施設１台あたりの建物床面算定手法（平成２年）

荷捌き比率＝荷さばき車両の集中量/全車の集中量/２



物流を考慮した建築物の設計・運用について～大規模建築物に係る物流の円滑化の手引き～

16

出典：国土交通省総合政策局物流政策課『物流を考慮した建築物の設計・運用について～大規模建築物に係る物流の円滑化の手引き～』（平成29年）

○ 建築設計者、建築主、地方自治体等向けに『物流を考慮した建築物の設計・運用について～大規模建築物に
係る物流の円滑化の手引き～』が策定されている。

○ 手引きでは、設計から運用までの一連の流れの他、荷さばき駐車スペースの算定式やサンプル別・用途別原単位、
運用による物流の効率化の方策等も示されており、建築物の新設・駐車施設運営の際はこれらの手引きを活用
することで、荷捌き駐車対策にも有用と考えられる。

■荷さばき駐車スペース数の算定式

■建築物への搬入等が見られたトラック等のサイズ



宅配便等の実態について

○ EC市場の拡大に伴い宅配便の増加が続いている。また、宅配便の一部で再配達が発生しており、様々な取組によ
り再配達率は低下しているものの、１割強（地方8.4％～都市部11.4％）となっており、都市部でやや高い傾向となっている。

○ 「物流革新に向けた政策パッケージ」（令和5年6月関係閣僚会議決定）では、令和6年度に再配達率6％を目
指すことが盛り込まれている。

17出典：国土交通省物流・自動車局「宅配便再配達実態調査結果」



宅配便取扱戸数（トラック）及び事業用貨物自動車の保有台数の推移
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第7回 地域産業活性化ワーキング・グループ 事業者資料

出典：規制改革推進会議第7回 地域産業活性化ワーキング・グループ（令和６年２月16日）佐川急便説明資料

ドライバーの声：タワーマンション（中央区）

駐車場所に対する課題

19



多様なライフスタイルをささえる持続可能な宅配の実現に向けた手引き（令和３年度）

20

○ 手引きでは、消費者向け配送の概観を整理した上で、人々の多様なライフスタイルを支える消費者向け配送の実
現に向けた課題と解決の方向性をとりまとめている。

○ また、施策別に依頼主（EC事業者等）、届け先（消費者）、宅配事業者、その他の各主体が取り組むべき事
項を整理しており、共同住宅における課題についても施策が紹介されている。

出典：国土交通省物流・自動車局物流政策課
「多様なライフスタイルをささえる持続可能な宅配の実現に向けた手引き（令和３年度）」



マンション政策における取組

21

3.1.9 マンション管理に関する諸課題
（３）マンションと宅配サービス

○ マンション管理業者に対するヒアリングによると、インターネット通販の普及等によりマンションにおける宅配ボックスの設置に対するニー
ズは増加しており(125)、また、不動産物件サイトにおいても、宅配ボックスの有無が検索できるような環境が整備されている(126)。

○ 民間企業の調査によると、築20年以下のマンションではほとんどのマンションに宅配ボックスが設置されているが、築26年以上になると
設置率が大幅に減少し、築31年以上のマンションにおける設置率は約１割程度となっている(127)。

○ マンションは戸建て住宅と比較して荷物の配達に時間を要し、特にタワーマンションにおいては、１個の荷物を配達するために30分以
上要する場合があるなど、宅配事業者の負担が増加しているとの指摘がある(128) 。

○ 宅配ボックスの設置を促進する観点から、2018年に建築基準法施行令を改正し、宅配ボックスの設置部分については一定の範囲
内で容積率規制の対象外とする措置を行ったほか(129)、2021年にマンション標準管理規約・コメントを改正し、置き配を実施する
場合は、管理組合で議論をし、置き配を認める際のルールを使用細則として定めた上で実施することを示しているところ(130)。

○ 「物流革新に向けた政策パッケージ（２０２３年６月２日我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定）」において、マン
ションにおける宅配ボックスの設置、置き配が進む取組を推進する旨が位置づけられた。

(125)：宅配ボックスの設置等に関するヒアリング【参考資料集154頁】
(126)：不動産物件サイトにおける宅配ボックスに係る表示【参考資料集153頁】
(127)：「分譲マンションにおける宅配ボックスの設置率（2020年11月20日） 」（マンションみらい価値研究所）【参考資料集152頁】
(128)： マンションにおける宅配サービスの現状（第４回「持続可能な物流の実現に向けた検討会」佐川急便株式会社発表資料（2022 年12月13日））【参考資料集151頁】
(129)：宅配ボックス設置部分に係る建築基準法の容積率規制の合理化【参考資料集155頁】
(130)：マンションにおける置き配（マンション標準管理規約）【参考資料集156頁】

現状

今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ（R5.8）（抄）

〇 マンション政策の観点からも、宅配ボックスの設置や置き配等に係る取り組みが行われている。
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